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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年６月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３１年４月３０日 ０４時３０分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保
さ せ ぼ

市黒
くろ

島西方沖の平
ひら

瀬 

 牛
うし

ケ
が

首
くび

灯台から真方位２５５°４.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°０８.６′ 東経１２９°３０.０′） 

事故の概要  漁船蛭
えび

子
す

丸は、南西進中、平瀬に乗り揚げた。 

 蛭子丸は、舵の折損等を生じた。 

事故調査の経過  令和元年９月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 蛭子丸、１９トン 

 ＮＳ２－２３４３４（漁船登録番号）、有限会社山口水産 

 ２３.２５ｍ（Lr）×４.２７ｍ×１.４８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、８７２kＷ（合計）、平成２３年１０月１１日 

 第２９０－６２２２０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許 登録 日 平成４年４月９日 

  免許証交付日 平成２９年３月２８日 

         （令和４年４月１６日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ３６歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許 登録 日 平成２８年９月２１日 

  免許証交付日 平成２８年９月２３日 

         （令和３年９月２２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に亀裂を伴う擦過傷、舵に折損並びに両舷推進器軸及び推進

器翼に曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 １、視程 約３Ｍ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

日出時刻：０５時３６分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員Ａほか４人が乗り組み、ごち
．．

網漁の目的
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で、長崎県五島列島西方沖の漁場に向け、平成３１年４月３０日０４

時００分ごろ僚船ら２隻に続いて佐世保市相
あいの

浦
うら

港を出港した。 

船長は、出港操船に引き続いて操船に当たり、佐世保市高
たか

島南東方

沖で甲板員Ａと操船を交替し、その後、操舵室前方下の船室のベッド

で休んだ。 

甲板員Ａは、操舵室内右舷寄りに設置された背もたれ及び肘掛け付

きの椅子に腰を掛けて単独で操船に当たり、牛ケ首灯台南東方沖で針

路を真方位約２７０°に定めて自動操舵とし、両舷の機関をそれぞれ

回転数毎分約２,４００とし、約２０ノットの対地速力で西進中、も
．

や
．
がかかるようになったのが分かった。 

甲板員Ａは、牛ケ首灯台南西方沖で、１２Ｍレンジとしていたレー

ダーによって、先行する１隻が３～４Ｍの距離であることと、船首方

４Ｍ付近に２～３隻の停泊船の映像を認めた。 

甲板員Ａは、直進する予定のところ、０４時２０分ごろ目視で前路

に漁船のものと思われる灯火を認め、レーダーで同灯火の船まで約３

Ｍと分かり、その後、前路の沖曽根から佐世保出シの瀬に点在する漁

船のものと思われる灯火を避ける目的で、それらの灯火を見ながら自

動操舵のつまみを徐々に回して針路を左に転じた。 

本船は、その後、甲板員Ａが、佐世保市黒島漁港沖で針路を元に戻

すつもりで自動操舵のまま南西進中、眠気を感じるようになり、いつ

しか居眠りに陥り、予定の転針場所を通過して黒島西方沖の平瀬に向

かって航行を続け、０４時３０分ごろ平瀬に乗り揚げた。 

甲板員Ａは、衝撃を受けて目覚め、右舷側の機関が停止していたの

で、左舷側の機関を中立運転とした。 

船長は、ベッドで就寝していたところ、衝撃を受けて目覚め、負傷

者がいないことと船体の損傷状況を確認し、浸水がないように見え、

油の流出もなかったので、後続していた他社の漁船に船舶電話でえい
．．

航を依頼した。 

本船は、後続していた他社の漁船にえい
．．

航されて佐世保市の造船所

に運ばれた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 本船は、船橋航海当直警報装置の装備はなく、本事故当時、喫水が

船首約０.９ｍ、船尾約１.７ｍで、操舵室の窓や扉は閉まった状態で

あった。 

船長は、本事故当時、甲板員Ａと交替する際、居眠りに陥らないよ

うにすること、及び先行船に付いていくことを指示していた。 

甲板員Ａは、定針後、前路に漁船のものと思われる灯火を認めたと

き、平瀬や黒島の地形を知っていたので、黒島漁港沖で針路を元に戻

せばよいと思い、前路の灯火を避けるため、同灯火を見ながら針路を

左に転じた。 
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甲板員Ａは、ふだんから休漁日明けの出港時には、生活のリズムが

変わって早朝の出港に合わせて早めに就寝することができずに眠気を

感じることが多く、休漁日であった前日は１７時ごろまで網の手入れ

を行って帰宅し、本事故当時、０４時の出港に合わせて０３時３０分

ごろに起床しており、睡眠時間が約５時間で、ふだんよりも約２時間

短かった。 

甲板員Ａは、本事故当時、休漁日明けの出港であったことに加え、

海上が平穏で、前路に認めた漁船のものと思われる灯火を避ける針路

としたことから気が緩み、針路を左に転じた後、眠気を催したものと

本事故後に思った。 

 甲板員Ａは、本事故当時、今まで眠気を感じても居眠りに陥ったこ

とがなかったので、操舵室後部で寝ている他の甲板員と交替したり、

窓を開けて外気に当たったり、椅子から立ち上がって喫煙したりする

などの居眠り運航の防止措置を採らなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、黒島北方沖を自動操舵で南西進中、単独で操船に当たって

いた甲板員Ａが、椅子に腰を掛けた状態で居眠りに陥り、予定の転針

場所を通過して黒島西方沖に向け直進したことから、同島西方沖の平

瀬に乗り揚げたものと推定される。 

甲板員Ａは、ふだんから休漁日明けの出港時には眠気を感じていた

うえ、前路に認めた漁船のものと思われる灯火を避ける針路としたの

で気が緩み、眠気を感じたものの、まさか居眠りすることはないと思

い、椅子に腰を掛けた姿勢を続けたことから、覚醒水準が低下し、居

眠りに陥ったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が黒島北方沖を南西進中、単独で操船に当た

っていた甲板員Ａが、椅子に腰を掛けた状態で居眠りに陥り、予定の

転針場所を通過して黒島西方沖に向け直進したため、同島西方沖の平

瀬に乗り揚げたものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・単独で操船に当たる者は、椅子に腰を掛けた姿勢で操船中に眠気

を感じた場合、椅子から立ち上がって外気に当たるなど、眠気を

払拭する措置を採ること。 

・単独で操船に当たる者は、眠気を払拭できないときには、他の乗

組員と操船を交替すること。 

 ・船長は、事故が発生した際は、速やかに海上保安庁に通報するこ

と。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


